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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面を構成する複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の発光領域を有する発光手段と
、
　前記発光手段からの光を変調することにより、入力画像に基づく表示画像を前記画面に
表示する表示手段と、
　前記複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の輝度特徴量を、前記入力画像から取得す
る特徴量取得手段と、
　第１のダイナミックレンジよりも広い第２のダイナミックレンジを示すレンジ情報を取
得する第１の情報取得手段と、
　前記画面に表示された前記表示画像の一部の画像領域であるＨＤＲ画像領域を示す領域
情報を取得する第２の情報取得手段と、
　前記領域情報に基づいて、前記複数の分割領域から、前記ＨＤＲ画像領域に対応する分
割領域であるＨＤＲ分割領域と、前記ＨＤＲ画像領域に対応しない分割領域である非ＨＤ
Ｒ分割領域とを検出する検出手段と、
　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量、前記レンジ情報、及び、前記ＨＤＲ分割
領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、前記非ＨＤＲ分割領域において前記
第１のダイナミックレンジでの表示が行われ、かつ、前記ＨＤＲ分割領域において前記第
２のダイナミックレンジでの表示が行われるように、前記複数の発光領域のそれぞれの発
光輝度の個別制御と、前記入力画像の階調変換とを行う制御手段と、
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を有し、
　前記制御手段は、前記表示画像とともに、前記ＨＤＲ画像領域を示す第１のグラフィッ
ク画像、又は、前記ＨＤＲ分割領域ではなくかつ前記発光手段から発せられて前記表示手
段に照射される光の輝度が閾値以上である前記画面の領域を示す第２のグラフィック画像
が表示されるように、前記入力画像と前記第１又は第２のグラフィック画像とを合成する
合成手段を有する
ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　画面を構成する複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の発光領域を有する発光手段と
、
　前記発光手段からの光を変調することにより、入力画像に基づく表示画像を前記画面に
表示する表示手段と、
　前記複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の輝度特徴量を、前記入力画像から取得す
る特徴量取得手段と、
　第１のダイナミックレンジよりも広い第２のダイナミックレンジを示すレンジ情報を取
得する第１の情報取得手段と、
　前記画面に表示された前記表示画像の一部の画像領域であるＨＤＲ画像領域を示す領域
情報を取得する第２の情報取得手段と、
　前記領域情報に基づいて、前記複数の分割領域から、前記ＨＤＲ画像領域に対応する分
割領域であるＨＤＲ分割領域と、前記ＨＤＲ画像領域に対応しない分割領域である非ＨＤ
Ｒ分割領域とを検出する検出手段と、
　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量、前記レンジ情報、及び、前記ＨＤＲ分割
領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、前記非ＨＤＲ分割領域において前記
第１のダイナミックレンジでの表示が行われ、かつ、前記ＨＤＲ分割領域において前記第
２のダイナミックレンジでの表示が行われるように、前記複数の発光領域のそれぞれの発
光輝度の個別制御と、前記入力画像の階調変換とを行う制御手段と、
を有し、
　前記制御手段は、
　　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量、前記レンジ情報、及び、前記ＨＤＲ分
割領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、前記複数の発光領域のそれぞれの
発光輝度を決定する決定手段と、
　　前記レンジ情報、前記ＨＤＲ分割領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果、及び、前
記複数の発光領域のそれぞれの発光輝度に基づいて、前記入力画像の階調変換を行う階調
変換手段と、
を有し、
　前記決定手段は、前記複数の発光領域のうち、前記非ＨＤＲ分割領域に対応する発光領
域の発光輝度を、前記第１のダイナミックレンジに対応して設定された第１の輝度レンジ
を用いて決定し、前記複数の発光領域のうち、前記ＨＤＲ分割領域に対応する発光領域の
発光輝度を、前記第２のダイナミックレンジに対応して設定された第２の輝度レンジを用
いて決定し、
　前記第１の輝度レンジと前記第２の輝度レンジの比は、前記第１のダイナミックレンジ
と前記第２のダイナミックレンジの比と一致する
ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項３】
　前記第１の輝度レンジの最小輝度は、前記第２の輝度レンジの最小輝度と一致し、
　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量は、前記複数の分割領域のそれぞれに表示
された表示画像の最大階調値である
ことを特徴とする請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記階調変換は、前記複数の発光領域のそれぞれの発光輝度に基づいて、前記発光手段
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から発せられて前記表示手段に照射される光の輝度である照射輝度を推定し、前記レンジ
情報、前記ＨＤＲ分割領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果、及び、前記照射輝度の推
定結果に基づいて前記入力画像の階調値を補正する処理を含む
ことを特徴とする請求項２または３に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　画面を構成する複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の発光領域を有する発光手段と
、
　前記発光手段からの光を変調することにより、入力画像に基づく表示画像を前記画面に
表示する表示手段と、
を有する画像表示装置の制御方法であって、
　前記複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の輝度特徴量を、前記入力画像から取得す
る特徴量取得ステップと、
　第１のダイナミックレンジよりも広い第２のダイナミックレンジを示すレンジ情報を取
得する第１の情報取得ステップと、
　前記画面に表示された前記表示画像の一部の画像領域であるＨＤＲ画像領域を示す領域
情報を取得する第２の情報取得ステップと、
　前記領域情報に基づいて、前記複数の分割領域から、前記ＨＤＲ画像領域に対応する分
割領域であるＨＤＲ分割領域と、前記ＨＤＲ画像領域に対応しない分割領域である非ＨＤ
Ｒ分割領域とを検出する検出ステップと、
　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量、前記レンジ情報、及び、前記ＨＤＲ分割
領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、前記非ＨＤＲ分割領域において前記
第１のダイナミックレンジでの表示が行われ、かつ、前記ＨＤＲ分割領域において前記第
２のダイナミックレンジでの表示が行われるように、前記複数の発光領域のそれぞれの発
光輝度の個別制御と、前記入力画像の階調変換とを行う制御ステップと、
を有し、
　前記制御ステップは、前記表示画像とともに、前記ＨＤＲ画像領域を示す第１のグラフ
ィック画像、又は、前記ＨＤＲ分割領域ではなくかつ前記発光手段から発せられて前記表
示手段に照射される光の輝度が閾値以上である前記画面の領域を示す第２のグラフィック
画像が表示されるように、前記入力画像と前記第１又は第２のグラフィック画像とを合成
する合成ステップを含む
ことを特徴とする画像表示装置の制御方法。
【請求項６】
　画面を構成する複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の発光領域を有する発光手段と
、
　前記発光手段からの光を変調することにより、入力画像に基づく表示画像を前記画面に
表示する表示手段と、
を有する画像表示装置の制御方法であって、
　前記複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の輝度特徴量を、前記入力画像から取得す
る特徴量取得ステップと、
　第１のダイナミックレンジよりも広い第２のダイナミックレンジを示すレンジ情報を取
得する第１の情報取得ステップと、
　前記画面に表示された前記表示画像の一部の画像領域であるＨＤＲ画像領域を示す領域
情報を取得する第２の情報取得ステップと、
　前記領域情報に基づいて、前記複数の分割領域から、前記ＨＤＲ画像領域に対応する分
割領域であるＨＤＲ分割領域と、前記ＨＤＲ画像領域に対応しない分割領域である非ＨＤ
Ｒ分割領域とを検出する検出ステップと、
　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量、前記レンジ情報、及び、前記ＨＤＲ分割
領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、前記非ＨＤＲ分割領域において前記
第１のダイナミックレンジでの表示が行われ、かつ、前記ＨＤＲ分割領域において前記第
２のダイナミックレンジでの表示が行われるように、前記複数の発光領域のそれぞれの発
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光輝度の個別制御と、前記入力画像の階調変換とを行う制御ステップと、
を有し、
　前記制御ステップは、
　　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量、前記レンジ情報、及び、前記ＨＤＲ分
割領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、前記複数の発光領域のそれぞれの
発光輝度を決定する決定ステップと、
　　前記レンジ情報、前記ＨＤＲ分割領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果、及び、前
記複数の発光領域のそれぞれの発光輝度に基づいて、前記入力画像の階調変換を行う階調
変換ステップと、
を含み、
　前記決定ステップでは、前記複数の発光領域のうち、前記非ＨＤＲ分割領域に対応する
発光領域の発光輝度を、前記第１のダイナミックレンジに対応して設定された第１の輝度
レンジを用いて決定し、前記複数の発光領域のうち、前記ＨＤＲ分割領域に対応する発光
領域の発光輝度を、前記第２のダイナミックレンジに対応して設定された第２の輝度レン
ジを用いて決定し、
　前記第１の輝度レンジと前記第２の輝度レンジの比は、前記第１のダイナミックレンジ
と前記第２のダイナミックレンジの比と一致する
ことを特徴とする画像表示装置の制御方法。
【請求項７】
　請求項５または６に記載の画像表示装置の制御方法の各ステップをコンピュータに実行
させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダイナミックレンジが広い画像データが扱われる機会が増している。ダイナミックレン
ジが広い画像データは、「ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像データ
」と呼ばれる。例えば、撮影によってＨＤＲ画像データを生成可能な撮影装置がある。Ｈ
ＤＲ画像データは、画像編集などの非放送系の作業においてよく使用される。ＨＤＲ画像
データの規格としては、例えば、ＳＭＰＴＥ（Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｐ
ｉｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ；全米映画テレビ協
会）によって提唱された「ＳＭＰＴ　ＳＴ　２０８４」がある。
【０００３】
　広いダイナミックレンジでの表示（ＨＤＲ表示）を画像表示装置が行う際に、ＳＭＰＴ
Ｅ　ＳＴ　２０８４で規定されたＰＱ（Ｐｅｒｃｅｐｔｕａｌ　Ｑｕａｎｔｉｚｅｒ）カ
ーブが考慮されることが求められている。ＰＱカーブは、人間の目が弁別できる輝度差を
基準に作成されたカーブである。ＰＱカーブは、０．００５～１００００ｃｄ／ｍ２の広
い輝度レンジで規定されている。
【０００４】
　また、液晶表示装置などの画像表示装置では、ローカルデミング処理が行われることが
ある（特許文献１）。ローカルデミング処理では、画面の領域を構成する複数の分割領域
にそれぞれ対応する複数の発光領域を有する発光部（バックライト部）が使用される。具
体的には、各発光領域の発光輝度が個別に制御され、各発光領域の発光輝度に基づいて画
像データの伸長処理が行われる。それにより、表示画像（画面に表示された画像）のコン
トラストが向上される。また、ＨＤＲ表示を実現するために、バックライト部の高輝度化
が進められている。バックライト部（発光領域）の発光輝度の上限値を高めることにより
、表示画像のコントラストをさらに高めることができる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２８７４９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＨＤＲ表示が行われる場合、多くの発光領域において、発光輝度が非常に高い輝度に制
御されることがある。そのため、画像表示装置の消費電力が増大することがある。しかし
ながら、映画などの画像コンテンツの撮影現場においては、画像表示装置がバッテリーで
駆動され、画像表示装置で撮影画像のＨＤＲ表示が行われることがある。そのような場合
、上述した消費電力の増大により、長時間のＨＤＲ表示を画像表示装置が行えず、長時間
の撮影に画像表示装置が使用できないことがある。画像表示装置がＡＣアダプタで駆動さ
れれば、画像表示装置は、長時間のＨＤＲ表示を行うことができる。しかしながら、画面
の多くの領域において非常に高い輝度での表示が行われた場合に、眩しさによりユーザの
目の疲労が増大することがある。
【０００７】
　本発明は、ＨＤＲ表示の際の画像表示装置の消費電力と、ＨＤＲ表示を確認する際のユ
ーザの疲労感とを低減することができる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様は、
　画面を構成する複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の発光領域を有する発光手段と
、
　前記発光手段からの光を変調することにより、入力画像に基づく表示画像を前記画面に
表示する表示手段と、
　前記複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の輝度特徴量を、前記入力画像から取得す
る特徴量取得手段と、
　第１のダイナミックレンジよりも広い第２のダイナミックレンジを示すレンジ情報を取
得する第１の情報取得手段と、
　前記画面に表示された前記表示画像の一部の画像領域であるＨＤＲ画像領域を示す領域
情報を取得する第２の情報取得手段と、
　前記領域情報に基づいて、前記複数の分割領域から、前記ＨＤＲ画像領域に対応する分
割領域であるＨＤＲ分割領域と、前記ＨＤＲ画像領域に対応しない分割領域である非ＨＤ
Ｒ分割領域とを検出する検出手段と、
　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量、前記レンジ情報、及び、前記ＨＤＲ分割
領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、前記非ＨＤＲ分割領域において前記
第１のダイナミックレンジでの表示が行われ、かつ、前記ＨＤＲ分割領域において前記第
２のダイナミックレンジでの表示が行われるように、前記複数の発光領域のそれぞれの発
光輝度の個別制御と、前記入力画像の階調変換とを行う制御手段と、
を有し、
　前記制御手段は、前記表示画像とともに、前記ＨＤＲ画像領域を示す第１のグラフィッ
ク画像、又は、前記ＨＤＲ分割領域ではなくかつ前記発光手段から発せられて前記表示手
段に照射される光の輝度が閾値以上である前記画面の領域を示す第２のグラフィック画像
が表示されるように、前記入力画像と前記第１又は第２のグラフィック画像とを合成する
合成手段を有する
ことを特徴とする画像表示装置である。
　本発明の第２の態様は、
　画面を構成する複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の発光領域を有する発光手段と
、
　前記発光手段からの光を変調することにより、入力画像に基づく表示画像を前記画面に
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表示する表示手段と、
　前記複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の輝度特徴量を、前記入力画像から取得す
る特徴量取得手段と、
　第１のダイナミックレンジよりも広い第２のダイナミックレンジを示すレンジ情報を取
得する第１の情報取得手段と、
　前記画面に表示された前記表示画像の一部の画像領域であるＨＤＲ画像領域を示す領域
情報を取得する第２の情報取得手段と、
　前記領域情報に基づいて、前記複数の分割領域から、前記ＨＤＲ画像領域に対応する分
割領域であるＨＤＲ分割領域と、前記ＨＤＲ画像領域に対応しない分割領域である非ＨＤ
Ｒ分割領域とを検出する検出手段と、
　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量、前記レンジ情報、及び、前記ＨＤＲ分割
領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、前記非ＨＤＲ分割領域において前記
第１のダイナミックレンジでの表示が行われ、かつ、前記ＨＤＲ分割領域において前記第
２のダイナミックレンジでの表示が行われるように、前記複数の発光領域のそれぞれの発
光輝度の個別制御と、前記入力画像の階調変換とを行う制御手段と、
を有し、
　前記制御手段は、
　　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量、前記レンジ情報、及び、前記ＨＤＲ分
割領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、前記複数の発光領域のそれぞれの
発光輝度を決定する決定手段と、
　　前記レンジ情報、前記ＨＤＲ分割領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果、及び、前
記複数の発光領域のそれぞれの発光輝度に基づいて、前記入力画像の階調変換を行う階調
変換手段と、
を有し、
　前記決定手段は、前記複数の発光領域のうち、前記非ＨＤＲ分割領域に対応する発光領
域の発光輝度を、前記第１のダイナミックレンジに対応して設定された第１の輝度レンジ
を用いて決定し、前記複数の発光領域のうち、前記ＨＤＲ分割領域に対応する発光領域の
発光輝度を、前記第２のダイナミックレンジに対応して設定された第２の輝度レンジを用
いて決定し、
　前記第１の輝度レンジと前記第２の輝度レンジの比は、前記第１のダイナミックレンジ
と前記第２のダイナミックレンジの比と一致する
ことを特徴とする画像表示装置である。
【０００９】
　本発明の第３の態様は、
　画面を構成する複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の発光領域を有する発光手段と
、
　前記発光手段からの光を変調することにより、入力画像に基づく表示画像を前記画面に
表示する表示手段と、
を有する画像表示装置の制御方法であって、
　前記複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の輝度特徴量を、前記入力画像から取得す
る特徴量取得ステップと、
　第１のダイナミックレンジよりも広い第２のダイナミックレンジを示すレンジ情報を取
得する第１の情報取得ステップと、
　前記画面に表示された前記表示画像の一部の画像領域であるＨＤＲ画像領域を示す領域
情報を取得する第２の情報取得ステップと、
　前記領域情報に基づいて、前記複数の分割領域から、前記ＨＤＲ画像領域に対応する分
割領域であるＨＤＲ分割領域と、前記ＨＤＲ画像領域に対応しない分割領域である非ＨＤ
Ｒ分割領域とを検出する検出ステップと、
　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量、前記レンジ情報、及び、前記ＨＤＲ分割
領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、前記非ＨＤＲ分割領域において前記
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第１のダイナミックレンジでの表示が行われ、かつ、前記ＨＤＲ分割領域において前記第
２のダイナミックレンジでの表示が行われるように、前記複数の発光領域のそれぞれの発
光輝度の個別制御と、前記入力画像の階調変換とを行う制御ステップと、
を有し、
　前記制御ステップは、前記表示画像とともに、前記ＨＤＲ画像領域を示す第１のグラフ
ィック画像、又は、前記ＨＤＲ分割領域ではなくかつ前記発光手段から発せられて前記表
示手段に照射される光の輝度が閾値以上である前記画面の領域を示す第２のグラフィック
画像が表示されるように、前記入力画像と前記第１又は第２のグラフィック画像とを合成
する合成ステップを含む
ことを特徴とする画像表示装置の制御方法である。
　本発明の第４の態様は、
　画面を構成する複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の発光領域を有する発光手段と
、
　前記発光手段からの光を変調することにより、入力画像に基づく表示画像を前記画面に
表示する表示手段と、
を有する画像表示装置の制御方法であって、
　前記複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の輝度特徴量を、前記入力画像から取得す
る特徴量取得ステップと、
　第１のダイナミックレンジよりも広い第２のダイナミックレンジを示すレンジ情報を取
得する第１の情報取得ステップと、
　前記画面に表示された前記表示画像の一部の画像領域であるＨＤＲ画像領域を示す領域
情報を取得する第２の情報取得ステップと、
　前記領域情報に基づいて、前記複数の分割領域から、前記ＨＤＲ画像領域に対応する分
割領域であるＨＤＲ分割領域と、前記ＨＤＲ画像領域に対応しない分割領域である非ＨＤ
Ｒ分割領域とを検出する検出ステップと、
　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量、前記レンジ情報、及び、前記ＨＤＲ分割
領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、前記非ＨＤＲ分割領域において前記
第１のダイナミックレンジでの表示が行われ、かつ、前記ＨＤＲ分割領域において前記第
２のダイナミックレンジでの表示が行われるように、前記複数の発光領域のそれぞれの発
光輝度の個別制御と、前記入力画像の階調変換とを行う制御ステップと、
を有し、
　前記制御ステップは、
　　前記複数の分割領域のそれぞれの輝度特徴量、前記レンジ情報、及び、前記ＨＤＲ分
割領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、前記複数の発光領域のそれぞれの
発光輝度を決定する決定ステップと、
　　前記レンジ情報、前記ＨＤＲ分割領域と前記非ＨＤＲ分割領域の検出結果、及び、前
記複数の発光領域のそれぞれの発光輝度に基づいて、前記入力画像の階調変換を行う階調
変換ステップと、
を含み、
　前記決定ステップでは、前記複数の発光領域のうち、前記非ＨＤＲ分割領域に対応する
発光領域の発光輝度を、前記第１のダイナミックレンジに対応して設定された第１の輝度
レンジを用いて決定し、前記複数の発光領域のうち、前記ＨＤＲ分割領域に対応する発光
領域の発光輝度を、前記第２のダイナミックレンジに対応して設定された第２の輝度レン
ジを用いて決定し、
　前記第１の輝度レンジと前記第２の輝度レンジの比は、前記第１のダイナミックレンジ
と前記第２のダイナミックレンジの比と一致する
ことを特徴とする画像表示装置の制御方法である。
【００１０】
　本発明の第５の態様は、上述した画像表示装置の制御方法の各ステップをコンピュータ
に実行させるためのプログラムである。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ＨＤＲ表示の際の画像表示装置の消費電力と、ＨＤＲ表示を確認する
際のユーザの疲労感とを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】実施例１に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図１Ｂ】実施例１に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図２】実施例１に係る対象画像データと輝度特徴量の一例を示す図
【図３】実施例１に係るＨＤＲ領域とＨＤＲ分割領域の検出結果と一例を示す図
【図４】実施例１に係るＢＬ変換情報の一例を説明するための図
【図５】実施例１に係るＨＤＲ分割領域の検出結果と発光輝度一例を示す図
【図６】実施例１に係る変換処理の一例を説明するための図
【図７】実施例１に係るビューア画像の一例を示す図
【図８Ａ】実施例２に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図８Ｂ】実施例２に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図９】実施例２に係る補正輝度の一例を示す図
【図１０Ａ】実施例３に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図１０Ｂ】実施例３に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図１１】実施例３に係る推定輝度の分布の一例を示す図
【図１２】実施例３に係る合成画像の一例を示す図
【図１３】実施例４に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図１４】実施例５に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図１５】実施例５に係る目標輝度の一例を示す図
【図１６】実施例５に係る表示画像の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　＜実施例１＞
　以下、本発明の実施例１に係る画像表示装置について説明する。なお、以下では、本実
施例に係る画像表示装置が透過型の液晶表示装置である場合の例を説明するが、本実施例
に係る画像表示装置は透過型の液晶表示装置に限らない。本実施例に係る画像表示装置は
、発光部と、発光部からの光を画像データに基づいて変調することにより画面に画像を表
示する表示部と、を有する画像表示装置であればよい。例えば、本実施例に係る画像表示
装置は、反射型の液晶表示装置であってもよい。また、本実施例に係る画像表示装置は、
液晶素子の代わりにＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）シャッターを用いたＭＥＭＳシャッター方式表示装置であってもよい。
【００１６】
　本実施例に係る画像表示装置の発光部は、画面の領域を構成する複数の分割領域にそれ
ぞれ対応する複数の発光領域を有する。複数の発光領域の発光輝度は、個別に制御するこ
とができる。各発光領域の発光輝度の個別制御と、入力画像データ（画像表示装置に入力
された画像データ）の補正とを行うことにより、本実施例に係る画像表示装置は、複数の
分割領域のそれぞれにおいて、様々なダイナミックレンジでの表示を行うことができる。
【００１７】
　図１Ａ，１Ｂは、本実施例に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。図１Ａでは、本実施例に係る画像表示装置１は、情報処理装置１３を含む画像表示シ
ステムにおいて使用される。画像表示装置１の外部装置である情報処理装置１３としては
、ワークステーション、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、等を使用することが
できる。
【００１８】
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　図１Ａでは、情報処理装置１３に搭載されたビューアアプリケーション（ビューア）と
、画像表示装置１とが連携することで、レンジ情報と領域情報が、情報処理装置１３から
画像表示装置１に通知（入力）される。レンジ情報は、予め定められた基準のダイナミッ
クレンジ（ＳＤＲ；第１のダイナミックレンジ）よりも広いダイナミックレンジ（ＨＤＲ
；第２のダイナミックレンジ）を示す。領域情報は、ＨＤＲでの表示を行う画像領域（Ｈ
ＤＲ領域；選択領域）を示す。ＨＤＲは、例えば、ＨＤＲ領域に対してユーザが所望する
ダイナミックレンジである。ＨＤＲ領域は、例えば、ＨＤＲでの表示（ＨＤＲ表示）をユ
ーザが所望する画像領域である。
【００１９】
　そして、図１Ａでは、画像表示装置１が、ＨＤＲ領域に対応する分割領域を、ＨＤＲ分
割領域（対応分割領域）として決定する。その後、画像表示装置１が、ＨＤＲ分割領域に
おいてＨＤＲ表示が行われ、かつ、非ＨＤＲ分割領域（非対応分割領域）においてＳＤＲ
表示が行われるように、各発光領域の発光輝度の個別制御と、入力画像データの補正とを
行う。非ＨＤＲ分割領域は、ＨＤＲ分割領域以外（対応分割領域以外）の分割領域であり
、ＳＤＲ表示は、ＳＤＲでの表示である。これにより、ＨＤＲ表示が行われる領域がＨＤ
Ｒ領域に制限されるため、ＨＤＲ表示の際の画像表示装置の消費電力と、ＨＤＲ表示を確
認する際のユーザの疲労感とを低減することができる。
【００２０】
　さらに、図１Ａでは、画像表示装置１が、ＨＤＲ表示が行われた画面の領域をユーザに
通知する。これにより、ＨＤＲ表示が行われた領域と、それ以外の領域とをユーザが容易
に把握可能となる。その結果、ＨＤＲ表示が行われた領域における表示画像（画面に表示
された画像）の画質と、それ以外の領域における表示画像の画質との確認作業の利便性を
向上することができる。
【００２１】
　図１Ｂでは、本実施例に係る画像表示装置１００１が、図１Ａの情報処理装置１３の機
能をさらに有する。そのため、図１Ｂでは、画像表示装置１００１は、画像表示装置１０
０１に対するユーザ操作に応じて、レンジ情報と領域情報を取得する。例えば、画像表示
装置１００１は、ＨＤＲを選択するユーザ操作に応じてレンジ情報を取得したり、ＨＤＲ
領域を選択するユーザ操作に応じて領域情報を取得したりする。画像表示装置１００１は
、画像表示装置１００１の動作モードを設定するユーザ操作に応じて、レンジ情報と領域
情報の少なくとも一方を取得してもよい。画像表示装置１００１に対するユーザ操作を受
け付ける入力装置としては、キーボード、マウス、画像編集専用のジョグダイアルを有す
る特殊な入力装置、画像表示装置１００１の画面に設けられたタッチパネル、等を使用す
ることができる。
【００２２】
　なお、図１Ａにおいて、レンジ情報と領域情報の少なくとも一方は、情報処理装置１３
（外部装置）から画像表示装置１に入力されなくてもよい。例えば、画像表示装置１が、
画像表示装置１に対するユーザ操作に応じて、レンジ情報と領域情報の少なくとも一方を
取得してもよい。
【００２３】
　以下では、図１Ａの画像表示システムについて詳しく説明する。図１Ｂの画像表示装置
１００１で行われる処理は、図１Ａの画像表示システムで行われる処理と同様であるため
、図１Ｂの画像表示装置１００１についての詳しい説明は省略する。
【００２４】
　まず、画像表示装置１について説明する。画像表示装置１は、液晶パネル部２、ＢＬモ
ジュール部３、特徴量取得部４、制御部５、ＢＬ輝度決定部６、ＢＬ制御値決定部７、輝
度推定部８、補正パラメータ決定部９、合成部１０、階調特性変換部１１、輝度補正部１
２、及び、画像取得部１８を有する。
【００２５】
　液晶パネル部２は、ＢＬモジュール部３からの光を画像データに基づいて透過（変調）
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することにより、画面に画像を表示する。液晶パネル部２は、複数の液晶素子を有する液
晶パネル、各液晶素子を駆動する液晶ドライバ、及び、液晶ドライバの処理を制御するコ
ントロール基板を有する。コントロール基板は、液晶パネル部２に入力された画像データ
に基づいて、液晶ドライバの処理を制御する。それにより、各液晶素子の透過率が、液晶
パネル部２に入力された画像データに応じた値に制御される。ＢＬモジュール部３からの
光は、液晶パネル部２に入力された画像データに応じた透過率で各液晶素子を通過する。
それにより、液晶パネル部２に入力された画像データに基づく画像が画面に表示される。
【００２６】
　ＢＬモジュール部３は、複数の発光領域を有する発光部である。ＢＬモジュール部３は
、液晶パネル部２（液晶パネル）の背面に光を照射する。各発光領域は、ＢＬ制御値決定
部７で決定されたＢＬ制御値に応じた発光輝度で発光する。各発光領域には、１つ以上の
光源が設けられている。ＢＬモジュール部３は、複数の光源、各光源を駆動する駆動回路
、及び、各光源からの光を拡散する光学ユニットを有する。本実施例では、複数の分割領
域がマトリクス状に配列しており、複数の発光領域もマトリクス状に配列している。具体
的には、画面の領域が、水平方向１０個×垂直方向６個の分割領域で構成されており、Ｂ
Ｌモジュール部３は、水平方向１０個×垂直方向６個の発光領域を有する。光源としては
、例えば、ＬＥＤ（発光ダイオード）、有機ＥＬ素子、冷陰極管、等を使用することがで
きる。
【００２７】
　本実施例では、画面の領域が、水平方向１９２０個×垂直方向１０８０個の画素で構成
されている。そして、本実施例では、画面の領域が、サイズが互いに等しい複数の分割領
域で構成されている。上述したように、本実施例では、画面の領域が水平方向１０個×垂
直方向６個の分割領域で構成されている。そのため、各分割領域は水平方向１９２個×垂
直方向１８０個の画素で構成される。
【００２８】
　なお、画面のサイズ、分割領域の数、分割領域の配置、分割領域のサイズ、発光領域の
数、発光領域の配置、及び、発光領域のサイズは、特に限定されない。画面の領域を構成
する画素の数は、水平方向１９２０個×垂直方向１０８０個より多くても少なくてもよい
。分割領域の数は、６０個より多くても少なくてもよい。複数の分割領域が千鳥格子状に
配列していてもよい。複数の分割領域のサイズが互いに異なっていてもよい。発光領域に
ついても同様である。
【００２９】
　画像取得部１８は、情報処理装置１３から入力画像データ（表示対象の画像データであ
る対象画像データ）を取得する。画像取得部１８は、取得した対象画像データを、特徴量
取得部４と合成部１０に出力する。本実施例では、１２ビットのＲＧＢ値（１２ビットの
Ｒ値、１２ビットのＧ値、及び、１２ビットのＢ値）を画素値として有する画像データが
、対象画像データとして取得される。なお、対象画像データのデータフォーマット（画素
値のビット数、画素値の種類、等）は特に限定されない。例えば、１２ビットのＹＤｘＤ
ｚ値（１２ビットのＹ値、１２ビットのＤｘ値、及び、１２ビットのＤｚ値）を画素値と
して有する画像データが、対象画像データとして取得されてもよい。１０ビットのＹＣｂ
Ｃｒ値（１０ビットのＹ値、１０ビットのＣｂ値、及び、１０ビットのＣｒ値）を画素値
として有する画像データが、対象画像データとして取得されてもよい。
【００３０】
　特徴量取得部４は、複数の分割領域のそれぞれについて、その分割領域に対応する画像
データの輝度特徴量を、対象画像データから取得する。特徴量取得部４は、各分割領域の
輝度特徴量を、ＢＬ輝度決定部６に出力する。輝度特徴量は、輝度に関する特徴量である
。本実施例では、階調値（Ｒ値、Ｇ値、及び、Ｂ値）の最大値である最大階調値が、輝度
特徴量として取得される。例えば、Ｒ値の最大値が５０であり、Ｇ値の最大値が１０００
であり、Ｂ値の最大値が１００である場合には、１０００が輝度特徴量として取得される
。
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【００３１】
　図２（Ａ）は、対象画像データの一例を示し、図２（Ｂ）は、図２（Ａ）の対象画像デ
ータから得られた輝度特徴量（最大階調値）を示す。図２（Ｂ）において、水平方向に並
んだ１～１０の数値は、分割領域の水平位置（水平方向における位置）を示し、垂直方向
に並んだ１～６の数値は、分割領域の垂直位置（垂直方向における位置）を示す。上述し
たように、対象画像データの階調値は、１２ビットの値（０～４０９５）である。図２（
Ａ）において、画面上部のオブジェクト１０１は、高輝度で表現されたオブジェクトであ
る。図２（Ｂ）に示すように、オブジェクト１０１の少なくとも一部が表示される分割領
域の輝度特徴量（最大階調値）は、３１００または３２００である。
【００３２】
　なお、輝度特徴量は、最大階調値に限らない。例えば、階調値の他の代表値（最小値、
平均値、最頻値、中間値、等）が輝度特徴量として取得されてもよい。階調値のヒストグ
ラムが輝度特徴量として取得されてもよい。閾値よりも大きい階調値を有する画素（明部
画素）の数が、輝度特徴量として取得されてもよい。閾値よりも小さい階調値を有する画
素（暗部画素）の数が、輝度特徴量として取得されてもよい。階調値として輝度値（Ｙ値
）を用いて、輝度特徴量が取得されてもよい。
【００３３】
　制御部５は、レンジ情報を情報処理装置１３から取得する（第１の情報取得）。また、
制御部５は、領域情報を情報処理装置１３から取得する（第２の情報取得）。そして、制
御部５は、領域情報に基づいて、複数の分割領域からＨＤＲ分割領域を検出する。本実施
例では、ＨＤＲ領域の少なくとも一部が表示される分割領域が、ＨＤＲ分割領域として検
出される。制御部５は、ＨＤＲ分割領域の検出結果を、ＢＬ輝度決定部６、補正パラメー
タ決定部９、合成部１０、及び、階調特性変換部１１に出力する。また、制御部５は、レ
ンジ情報を、ＢＬ輝度決定部６、補正パラメータ決定部９、及び、階調特性変換部１１に
出力する。
【００３４】
　図３（Ａ）は、ＨＤＲ領域の一例を示す。図３（Ａ）において、破線１３０で囲まれた
領域が、ＨＤＲ領域である。図３（Ａ）では、オブジェクト１０１を含む領域が、ＨＤＲ
領域として指定されている。画像表示装置１は、１つの分割領域において、ＳＤＲ表示と
ＨＤＲ表示の両方を行うことはできない。しかしながら、ＨＤＲ領域は、分割領域を考慮
せずに指定されることがある。そのため、ＨＤＲ領域の輪郭が複数の分割領域の間の境界
に対応するとは限らない。そこで、制御部５は、ＨＤＲ領域の少なくとも一部を含む分割
領域を、ＨＤＲ分割領域として検出する。
【００３５】
　図３（Ａ）の破線１３０で囲まれた領域がＨＤＲ領域である場合におけるＨＤＲ分割領
域の検出結果を、図３（Ｂ），３（Ｃ）に示す。図３（Ｂ）において、破線１３１で囲ま
れた領域は、複数のＨＤＲ分割領域からなる領域を示す。図３（Ｃ）において、「１」が
記載された分割領域はＨＤＲ分割領域であり、「０」が記載された分割領域は非ＨＤＲ分
割領域である。制御部５は、例えば、ＨＤＲ分割領域の検出結果として、複数の分割領域
のそれぞれに「０」または「１」を関連付けた情報を出力する。
【００３６】
　なお、ＨＤＲ分割領域の検出方法は上記方法に限らない。例えば、ＨＤＲ領域の少なく
とも一部を含む分割領域と、それに隣接する分割領域とが、ＨＤＲ分割領域として検出さ
れてもよい。ＨＤＲ領域の少なくとも一部のみを含む分割領域が、ＨＤＲ分割領域として
検出されてもよい。ＨＤＲ領域の少なくとも一部のみを含む分割領域と、それに隣接する
分割領域とが、ＨＤＲ分割領域として検出されてもよい。
【００３７】
　ＢＬ輝度決定部６とＢＬ制御値決定部７により、各発光領域の発光輝度の個別制御が行
われる。そして、輝度推定部８、補正パラメータ決定部９、階調特性変換部１１、及び、
輝度補正部１２により、対象画像データの補正が行われる。本実施例では、非ＨＤＲ分割
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領域においてＳＤＲ表示が行われ、かつ、ＨＤＲ分割領域においてＨＤＲ表示が行われる
ように、各発光領域の発光輝度の個別制御と、対象画像データの補正とが行われる。この
処理には、各分割領域の輝度特徴量、レンジ情報、及び、ＨＤＲ分割領域の検出結果が使
用される。各分割領域の輝度特徴量、レンジ情報、及び、ＨＤＲ分割領域の検出結果を用
いた方法であれば、どのような方法で、各発光領域の発光輝度の個別制御と、対象画像デ
ータの補正とが行われてもよい。本実施例では、各分割領域の輝度特徴量、レンジ情報、
及び、ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、各発光領域の発光輝度の個別制御が行われ
る。そして、レンジ情報、ＨＤＲ分割領域の検出結果、及び、各発光領域の発光輝度に基
づいて、対象画像データの補正が行われる。
【００３８】
　ＢＬ輝度決定部６は、各分割領域の輝度特徴量、レンジ情報、及び、ＨＤＲ分割領域の
検出結果に基づいて、各発光領域の発光輝度（目標輝度）を決定する。ＢＬ輝度決定部６
は、各発光領域の発光輝度を示す情報を、ＢＬ制御値決定部７に出力する。本実施例では
、ＢＬ輝度決定部６は、複数の発光領域のそれぞれについて、その発光領域に対応する分
割領域の輝度特徴量に基づいて、当該発光領域の発光輝度を決定する。発光輝度の決定に
おいて、非ＨＤＲ分割領域に対応する発光領域の発光輝度のレンジとして、ＳＤＲに対応
する第１の輝度レンジが使用され、かつ、ＨＤＲ割領域に対応する発光領域の発光輝度の
レンジとして、ＨＤＲに対応する第２の輝度レンジが使用される。例えば、ＢＬ輝度決定
部６は、レンジ情報と、ＨＤＲ分割領域の検出結果とに基づいて、輝度特徴量と発光輝度
の対応関係を示す情報（ＢＬ変換情報；ルックアップテーブル、関数、等）を、複数の発
光領域のそれぞれについて設定または生成する。そして、ＢＬ輝度決定部６は、複数の発
光領域のそれぞれについて、ＢＬ変換情報と輝度特徴量から発光輝度を決定する。具体的
には、ＢＬ輝度決定部６は、ＢＬ変換情報が示す対応関係において発光領域（分割領域）
の輝度特徴量に対応する発光輝度を、当該発光領域の発光輝度として決定する。
【００３９】
　本実施例では、第１の輝度レンジと第２の輝度レンジの比が、ＨＤＲとＳＤＲの比と一
致する例を説明する。本実施例では、第１の輝度レンジの最小輝度が第２の輝度レンジの
最小輝度と一致し、かつ、ＳＤＲの最小輝度がＨＤＲの最小輝度と一致する場合の例を説
明する。具体的には、第１の輝度レンジの最小輝度、第２の輝度レンジの最小輝度、ＳＤ
Ｒの最小輝度、及び、ＨＤＲの最小輝度が、画像データの階調値の下限値に対応する輝度
と一致する場合の例を説明する。しかし、第１の輝度レンジと第２の輝度レンジの比は、
ＨＤＲとＳＤＲの比と異なっていてもよい。第１の輝度レンジの最小輝度は、第２の輝度
レンジの最小輝度と異なっていてもよい。ＳＤＲの最小輝度は、ＨＤＲの最小輝度と異な
っていてもよい。第１の輝度レンジの最小輝度、第２の輝度レンジの最小輝度、ＳＤＲの
最小輝度、及び、ＨＤＲの最小輝度の少なくともいずれかは、画像データの階調値の下限
値に対応する輝度と異なっていてもよい。
【００４０】
　ＢＬ変換情報が示す対応関係の一例を図４（Ａ），４（Ｂ）に示す。図４（Ａ），４（
Ｂ）の横軸は、輝度特徴量である最大階調値を示し、図４（Ａ），４（Ｂ）の縦軸は、発
光輝度を示す。発光輝度０％は、発光領域が点灯しない状態に対応し、発光輝度１００％
は、発光領域が上限の発光輝度で点灯する状態に対応する。非ＨＤＲ分割領域に対応する
発光領域の発光輝度は、図４（Ａ）に示す対応関係に従って決定される。ＨＤＲ分割領域
に対応する発光領域の発光輝度は、図４（Ｂ）に示す対応関係に従って決定される。
【００４１】
　本実施例では、ＳＤＲが０～２００ｃｄ／ｍ２のレンジであり、かつ、ＨＤＲが０～２
０００ｃｄ／ｍ２のレンジであるとする。そして、詳細は後述するが、ＳＤＲの最大輝度
に対応する階調値は１８０３であり、ＨＤＲの最大輝度に対応する階調値は３１４１であ
る。図４（Ａ）において、発光輝度のレンジ（第１の輝度レンジ）は０～１０％のレンジ
である。図４（Ｂ）において、発光輝度のレンジ（第２の輝度レンジ）は０～１００％の
レンジである。このように、本実施例では、第１の輝度レンジと第２の輝度レンジの比（
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１０／１００）は、ＳＤＲとＨＤＲの比（２００／２０００）と一致する。
【００４２】
　図４（Ａ），４（Ｂ）では、ＳＲＤの最大輝度に対応する階調値以下の最大階調値に対
して、最大階調値の増加に伴い第１の輝度レンジの最小輝度から第１の輝度レンジの最大
輝度まで増加する発光輝度が対応付けられている。具体的には、１８０３以下の最大階調
値に対して、最大階調値の増加に伴い０％から１０％まで増加する発光輝度が対応付けら
れている。そして、図４（Ａ）では、ＳＤＲの最大輝度に対応する階調値よりも大きい最
大階調値に対して、第１の輝度レンジの最大輝度と同じ発光輝度が対応付けられている。
具体的には、１８０３よりも大きい最大階調値に対して、１０％の発光輝度が対応付けら
れている。
【００４３】
　図４（Ｂ）では、ＳＤＲの最大輝度に対応する階調値以上であり、かつ、ＨＤＲの最大
輝度に対応する階調値以下である最大階調値に対して、最大階調値の増加に伴い増加する
発光輝度が対応付けられている。具体的には、最大階調値の増加に伴い第１の輝度レンジ
の最大輝度から第２の輝度レンジの最大輝度まで増加する発光輝度が対応付けられている
。より具体的には、１０８３以上であり、かつ、３１４１以下である最大階調値に対して
、最大階調値の増加に伴い１０％から１００％まで増加する発光輝度が対応付けられてい
る。そして、図４（Ｂ）では、ＨＤＲの最大輝度に対応する階調値よりも大きい最大階調
値に対して、第２の輝度レンジの最大輝度と同じ発光輝度が対応付けられている。具体的
には、４０９５よりも大きい最大階調値に対して、１００％の発光輝度が対応付けられて
いる。
【００４４】
　なお、図４（Ａ），４（Ｂ）には、最大階調値と発光輝度の対応関係として線形特性を
繋ぎ合わせた対応関係が示されているが、最大階調値と発光輝度の対応関係は図４（Ａ）
，４（Ｂ）に示す対応関係に限らない。例えば、最大階調値の少なくとも一部のレンジに
おいて、最大階調値の増加に伴い発光輝度が指数関数的に増加してもよい。ダイナミック
レンジの輝度と階調値の対応関係（表示輝度（画面の輝度）と階調値の対応関係）を考慮
して、最大階調値と発光輝度の対応関係が決定されてもよい。
【００４５】
　各分割領域の最大階調値として、図２（Ｂ）に示す最大階調値が得られた場合の例を説
明する。ＨＤＲ領域が存在しない場合には、図５（Ａ）に示すように、全ての分割領域が
非ＨＤＲ分割領域として設定される。図５（Ａ）において、「０」が記載された分割領域
は非ＨＤＲ分割領域である。そのため、全ての発光領域の発光輝度が、図４（Ａ）の対応
関係に従って決定される。その結果、各発光領域の発光輝度として、図５（Ｂ）に示す発
光輝度が得られる。
【００４６】
　ＨＤＲ分割領域の検出結果として、図３（Ｃ）に示す結果が得られた場合には、図３（
Ｃ）の太線で囲まれた分割領域に対応する発光領域が、図４（Ｂ）の対応関係に従って決
定される。具体的には、（水平位置，垂直位置）＝（７，１）～（７，３）、（８，１）
～（８，３）、及び、（９，１）～（９，３）の９個の発光領域の発光輝度が、図４（Ｂ
）の対応関係に従って決定される。そして、残りの発光領域の発光輝度が、図４（Ａ）の
対応関係に従って決定される。その結果、各発光領域の発光輝度として、図５（Ｃ）に示
す発光輝度が得られる。
【００４７】
　ＢＬ制御値決定部７は、ＢＬ輝度決定部６で決定された各発光領域の発光輝度（目標輝
度）を、ＢＬ制御値に変換する。ＢＬ制御値決定部７は、各発光領域のＢＬ制御値を、Ｂ
Ｌモジュール部３に出力する。それにより、各発光領域が、ＢＬ輝度決定部６で決定され
た発光輝度で発光する。また、ＢＬ制御値決定部７は、各発光領域のＢＬ制御値を輝度推
定部８にも出力する。発光領域の光源の発光輝度がパルス幅変調方式で制御される場合に
は、パルス幅を示す値がＢＬ制御値として使用される。発光領域の光源の発光輝度がパル
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ス振幅変調方式で制御される場合には、パルス振幅を示す値がＢＬ制御値として使用され
る。パルス幅とパルス振幅の両方を変調する方式で発光輝度が制御される場合には、パル
ス幅とパルス振幅を示す値がＢＬ制御値として使用される。
【００４８】
　合成部１０は、補正後の対象画像データに基づく画像に加え、第１のグラフィック画像
がさらに表示されるように、ＨＤＲ分割領域の検出結果に基づいて、第１のグラフィック
画像を表す第１のグラフィック画像データの合成を行う（第１の合成）。それにより、対
象画像データに第１のグラフィック画像データを合成した合成画像データが生成される。
第１のグラフィック画像は、ＨＤＲでの表示が行われた画面の領域（ＨＤＲ表示領域）を
示すグラフィック画像である。例えば、第１のグラフィック画像は、図３（Ｂ）の破線１
３１のような画像（矩形の枠画像）である。第１のグラフィック画像が表示されることに
より、ＨＤＲ表示領域がユーザに通知される。換言すれば、ユーザは、表示された第１の
グラフィック画像を確認することにより、ＨＤＲ表示領域を把握することができる。合成
部１０は、合成画像データを階調特性変換部１１に出力する。なお、合成部１０は省略さ
れてもよい。
【００４９】
　階調特性変換部１１は、レンジ情報と、ＨＤＲ分割領域の検出結果とに基づいて、画像
データの階調特性を変換する変換処理を行う。変換処理により、画像データの階調値のレ
ンジに対応する表示輝度のレンジがＳＤＲと一致するように、非ＨＤＲ分割領域に対応す
る画像データの階調特性が変換される。また、変換処理により、画像データの階調値のレ
ンジに対応する表示輝度のレンジがＨＤＲと一致するように、ＨＤＲ分割領域に対応する
画像データの階調特性が変換される。本実施例では、合成画像データに変換処理が施され
る。それにより、変換画像データが生成される。階調特性変換部１１は、変換画像データ
を輝度補正部１２に出力する。
【００５０】
　図６（Ａ）～６（Ｃ）を用いて、変換処理の具体例を説明する。図６（Ａ）～６（Ｃ）
の縦軸は輝度を示し、図６（Ａ）～６（Ｃ）の横軸は階調値を示す。図６（Ａ）は、階調
値と輝度（表示輝度）の対応関係を示す。なお、階調値と輝度の対応関係は図６（Ａ）の
対応関係に限らない。
【００５１】
　本実施例では、ＳＤＲの最大輝度は、２００ｃｄ／ｍ２である。図６（Ｂ）に示すよう
に、２００ｃｄ／ｍ２に対応する階調値は１８０３である。変換処理では、非ＨＤＲ分割
領域に対応する画像データの階調値が１８０３よりも大きい場合に、当該階調値が１８０
３に変換される。即ち、非ＨＤＲ分割領域に対応する画像データの階調値の上限値が、１
８０３に制限される。その後、非ＨＤＲ分割領域に対応する画像データの階調値のレンジ
が、０～１８０３のレンジから、元のレンジ（０～４０９５）のレンジに拡大される。
【００５２】
　また、本実施例では、ＨＤＲの最大輝度は、２０００ｃｄ／ｍ２である。図６（Ｃ）に
示すように、２０００ｃｄ／ｍ２に対応する階調値は３１４１である。変換処理では、Ｈ
ＤＲ分割領域に対応する画像データの階調値が３１４１よりも大きい場合に、当該階調値
が３１４１に変換される。即ち、ＨＤＲ分割領域に対応する画像データの階調値の上限値
が、３１４１に制限される。その後、ＨＤＲ分割領域に対応する画像データの階調値のレ
ンジが、０～３１４１のレンジから、元のレンジ（０～４０９５）のレンジに拡大される
。
【００５３】
　輝度推定部８、補正パラメータ決定部９、及び、輝度補正部１２により、レンジ情報、
ＨＤＲ分割領域の検出結果、及び、各発光領域の発光輝度に基づいて、画像データの階調
値を補正する補正処理が行われる。補正処理は、照射輝度がＳＤＲの最大輝度と一致する
場合と同じ輝度での表示が非ＨＤＲ分割領域で行われ、かつ、照射輝度がＨＤＲの最大輝
度と一致する場合と同じ輝度での表示がＨＤＲ分割領域で行われるように、階調値を補正
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する処理である。照射輝度は、ＢＬモジュール部３から発せられて液晶パネル部２に照射
される光の輝度である。
【００５４】
　輝度推定部８は、各発光領域の発光輝度（ＢＬ制御値）に基づいて、照射輝度を推定す
る。輝度推定部８は、照射輝度の推定結果を補正パラメータ決定部９に出力する。本実施
例では、発光領域から発せられた光が拡散する際の光の減衰を示す減衰係数が、不図示の
メモリに予め格納されている。輝度推定部８は、画面内の位置（照射輝度の推定の対象で
ある推定位置）に対応する減衰係数を発光輝度（ＢＬ制御値）に乗算する処理を、各発光
領域について行う。そして、輝度推定部８は、各発光領域の乗算結果の総和を、照射輝度
として算出する。画面内の全ての位置について上記方法で照射輝度が推定されてもよいが
、演算量が膨大となる。そのため、本実施例では、画面内の一部の位置について上記方法
で照射輝度が推定される。具体的には、各分割領域の中心位置が、推定位置として使用さ
れる。
【００５５】
　なお、減衰係数は、光源の劣化状態、画像表示装置１の内部の温度、画像表示装置１の
外部の温度、ユーザ操作、等に応じて適宜変更されてもよい。分割領域の中心位置とは異
なる位置が、推定位置として使用されてもよい。照射輝度の推定方法は特に限定されない
。画像表示装置１は、ＢＬモジュール部３からの光を検出する光センサを有していてもよ
い。そして、光センサの検出結果に基づいて照射輝度が推定されてもよい。
【００５６】
　補正パラメータ決定部９は、画面内の各位置について、その位置に対応する画像データ
を補正する補正パラメータを決定する。補正パラメータ決定部９は、非ＨＤＲ分割領域内
の位置に対して、ＳＤＲの最大輝度からの照射輝度の変化による表示輝度の変化を抑制す
る補正パラメータを決定する。そして、補正パラメータ決定部９は、ＨＤＲ分割領域内の
位置に対して、ＨＤＲの最大輝度からの照射輝度の変化による表示輝度の変化を抑制する
補正パラメータを決定する。補正パラメータ決定部９は、各位置の補正パラメータを輝度
補正部１２に出力する。
【００５７】
　補正パラメータ決定部９は、推定位置の照射輝度、ＨＤＲ分割領域の検出結果、及び、
レンジ情報に基づいて、推定位置の補正パラメータを決定する。ここで、階調値と輝度と
の対応関係が、ガンマ値Ｇのガンマカーブで示される場合を考える。この場合には、以下
の式１を用いて、階調値に乗算する補正係数を補正パラメータとして決定することができ
る。式１において、Ｌｐｎは推定された照射輝度であり、Ｌｔはダイナミックレンジの最
大輝度であり、Ｐｐｎは補正係数である。非ＨＤＲ分割領域内の推定位置の補正係数Ｐｐ
ｎを算出する際には、最大輝度Ｌｔとして、ＳＤＲの最大輝度が使用される。ＨＤＲ分割
領域内の推定位置の補正係数Ｐｐｎを算出する際には、最大輝度Ｌｔとして、ＨＤＲの最
大輝度が使用される。
　
　　Ｐｐｎ＝（Ｌｔ／Ｌｐｎ）１／Ｇ　・・・（式１）
　
　補正パラメータ決定部９は、推定位置以外の位置に対する補正パラメータを、推定位置
の補正パラメータを用いた補間処理により算出する。
【００５８】
　なお、推定位置以外の位置に対する照射輝度が、推定位置の照射輝度を用いた補間処理
により算出され、全ての位置について同じ方法で補正パラメータが算出されてもよい。ま
た、補正パラメータの決定方法は特に限定されない。補正パラメータの決定方法として、
照射輝度の変化による表示輝度の変化を抑制する種々の従来技術を使用することができる
。
【００５９】
　輝度補正部１２は、補正パラメータ決定部９で決定された補正パラメータを用いて、変
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換画像データの各階調値を補正する。それにより、補正画像データが生成される。輝度補
正部１２は、補正画像データを液晶パネル部２に出力する。
【００６０】
　次に、情報処理装置１３について説明する。情報処理装置１３は、ネットワークＩ／Ｆ
部１４、ビューア１５、データ入出力部１６、及び、操作部１７を有する。
【００６１】
　操作部１７は、情報処理装置１３に対するユーザ操作を受け付ける。操作部１７として
は、キーボード、マウス、画像編集専用のジョグダイアルを有する特殊な入力装置、等を
使用することができる。ユーザ操作は、例えば、画像表示装置１に表示されたＧＵＩ画像
（メニュー画像など）を用いて行われる。
【００６２】
　ネットワークＩ／Ｆ部１４は、不図示のネットワークに接続されている。ネットワーク
Ｉ／Ｆ部１４は、ネットワークを介して不図示のサーバーから編集画像データを取得し、
取得した編集画像データをビューア１５に出力する。編集画像データは、編集の対象であ
る。例えば、情報処理装置１３に対するユーザ操作に応じて、編集画像データを取得する
指示がビューア１５からネットワークＩ／Ｆ部１４に送られ、ビューア１５からの指示に
応じてネットワークＩ／Ｆ部１４がネットワークから編集画像データを取得する。情報処
理装置１３に対するユーザ操作は、例えば、複数の画像データから編集画像データを選択
するユーザ操作である。なお、編集画像データの取得方法は上記方法に限らない。例えば
、情報処理装置１３に設けられた記憶装置から画像データが編集画像データとして読み出
されてもよい。記憶装置は情報処理装置１３に対して着脱可能であってもよいし、そうで
なくてもよい。
【００６３】
　ビューア１５は、ビューア画像を表すビューア画像データ（対象画像データ）を生成し
、ビューア画像データをデータ入出力部１６に出力する。ビューア画像は、例えば、編集
前の画像、編集用のＧＵＩ画像（コマンド画像）、タイムコード、編集後の画像、等が配
置された画像である。ビューア画像の一例を図７に示す。図７のＧＵＩ画像を用いたユー
ザ操作が行われると、ビューア１５は、ユーザ操作に応じた信号を操作部１７から取得し
、取得した信号に応じた処理を行う。それにより、対象画像データの選択、色の変更、ガ
ンマ値の変更、ＨＤＲの設定、ＨＤＲ領域の設定、編集後の画像の保存、等が実現される
。なお、対象画像データは、ビューア画像データに限らない。図２（Ａ）に示すように、
対象画像データが表す画像に、ＧＵＩ画像やタイムコードが配置されていなくてもよい。
図７において、編集後の画像内に示された破線は、ＨＤＲ領域を示す。ビューア１５は、
ＨＤＲとＨＤＲ領域が設定されると、レンジ情報と領域情報をデータ入出力部１６に出力
する。
【００６４】
　データ入出力部１６は、ビューア画像データ（対象画像データ）を画像表示装置１に出
力する（画像出力）。データ入出力部１６は、レンジ情報を画像表示装置１に出力する（
第１の情報出力）。そして、データ入出力部１６は、領域情報を画像表示装置１に出力す
る（第２の情報出力）。レンジ情報や領域情報は、画像データのメタデータとして出力さ
れてもよいし、画像データとは別のデータとして出力されてもよい。データ入出力部１６
は、画像表示装置１（制御部５）から様々な情報を取得することもできる。例えば、デー
タ入出力部１６は、画像表示装置１の発光領域の位置、サイズ、数、などの情報を画像表
示装置１から取得することができる。レンジ情報、領域情報、画像表示装置１の情報、等
の伝送方法は特に限定されない。ディスプレイポート規格の伝送方式を用いる場合には、
ディスプレイポート規格で定められたＡＵＸチャンネルを用いて、これらの情報を伝送す
ることができる。これらの情報は、ＵＳＢ（ユニバーサル・シリアル・バス）などを用い
て伝送されてもよい。
【００６５】
　以上述べたように、本実施例によれば、ＨＤＲ表示が行われる領域がＨＤＲ分割領域に
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制限されるため、ＨＤＲ表示の際の画像表示装置の消費電力と、ＨＤＲ表示を確認する際
のユーザの疲労感とを低減することができる。また、ＨＤＲ表示が行われた画面の領域が
ユーザに通知される。これにより、ＨＤＲ表示が行われた領域と、それ以外の領域とをユ
ーザが容易に把握可能となる。その結果、ＨＤＲ表示が行われた領域における表示画像の
画質と、それ以外の領域における表示画像の画質との確認作業の利便性を向上することが
できる。
【００６６】
　なお、本実施例ではＨＤＲ領域が矩形領域である場合の例を説明したが、ＨＤＲ領域の
形状は矩形に限らない。ＨＤＲ領域の輪郭の一部に、凹部や湾曲部が存在していてもよい
。また、本実施例では、領域情報が１つの領域（ＨＤＲ領域）を示す例を説明したが、領
域情報は複数の領域を示してもよい。その場合、領域情報が示す複数の領域間で、ダイナ
ミックレンジが異なっていてもよい。
【００６７】
　＜実施例２＞
　以下、本発明の実施例２に係る画像表示装置について説明する。なお、以下では、実施
例１と異なる構成や処理について詳しく説明し、実施例１と同様の構成や処理についての
説明は省略する。
【００６８】
　実施例１では、分割領域間で、発光領域の発光輝度が大きく異なることがある。例えば
、ＨＤＲ分割領域と非ＨＤＲ分割領域の間で、発光領域の発光輝度が大きく異なることが
ある。このような発光輝度の大きな差は、ハローの発生、動画表示時におけるフリッカの
発生、等をまねく。そこで、本実施例では、複数の発光領域の発光輝度の分布をなだらか
にする空間的ローパスフィルタ処理（空間的ＬＰＦ処理；平滑化処理）を行う。
【００６９】
　図８Ａ，８Ｂは、本実施例に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。図８Ａでは、本実施例に係る画像表示装置１００は、情報処理装置１３を含む画像表
示システムにおいて使用される。図８Ｂでは、本実施例に係る画像表示装置１００２が、
図８Ａの情報処理装置１３の機能をさらに有する。
【００７０】
　以下では、図８Ａの画像表示システムについて詳しく説明する。図８Ｂの画像表示装置
１００２で行われる処理は、図８Ａの画像表示システムで行われる処理と同様であるため
、図８Ｂの画像表示装置１００２についての詳しい説明は省略する。図８Ａに示すように
、画像表示装置１００は、実施例１の画像表示装置１が有する複数の機能部と、ＬＰＦ処
理部１０２とを有する。
【００７１】
　制御部５は、実施例１と同様に、レンジ情報の取得、領域情報の取得、及び、ＨＤＲ分
割領域の検出を行う。そして、制御部５は、実施例１と同様に、レンジ情報を、ＢＬ輝度
決定部６、補正パラメータ決定部９、及び、階調特性変換部１１に出力する。但し、本実
施例では、制御部５は、ＨＤＲ分割領域の検出結果を、少なくともＢＬ輝度決定部６に出
力する。詳細は後述するが、本実施例では、ＢＬ輝度決定部６により決定された各発光領
域の発光輝度は、ＬＰＦ処理部１０２により補正される。制御部５は、各発光領域の補正
輝度（補正後の発光輝度）をＬＰＦ処理部１０２から取得し、各発光領域の補正輝度に基
づいてＨＤＲ分割領域の検出結果を補正する。そして、制御部５は、ＨＤＲ分割領域の補
正結果（補正後の検出結果）を、補正パラメータ決定部９、合成部１０、及び、階調特性
変換部１１に出力する。その結果、補正パラメータ決定部９、合成部１０、及び、階調特
性変換部１１では、ＨＤＲ分割領域の検出結果として補正後の検出結果を用いて、実施例
１と同様の処理が行われる。
【００７２】
　本実施例では、補正輝度が第１の輝度レンジの外側の輝度である発光領域に対応する分
割領域をＨＤＲ分割領域として用いて対象画像データの補正が行われるように、ＨＤＲ分
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割領域の検出結果が補正される。即ち、補正輝度が第１の輝度レンジの外側の輝度である
発光領域に対応する分割領域がＨＤＲ分割領域として設定され、かつ、残りの分割領域が
非ＨＤＲ分割領域として設定されるように、ＨＤＲ分割領域の検出結果が補正される。
【００７３】
　ＨＤＲ分割領域の非補正結果（補正前の検出結果）が図３（Ｃ）に示す結果であり、か
つ、補正輝度が図９に示す発光輝度である場合の例を説明する。実施例１と同様に、第１
の輝度レンジの最大輝度は、２０％である。図９では、（６，１）～（６，４）、（７，
１）～（７，４）、（８，１）～（８，４）、（９，１）～（９，４）、及び、（１０，
１）～（１０，４）の２０個の発光領域の発光輝度が２０％を超えている。そのため、こ
れら２０個の発光領域に対応する分割領域がＨＤＲ分割領域として設定され、かつ、残り
の分割領域が非ＨＤＲ分割領域として設定されるように、ＨＤＲ分割領域の検出結果が補
正される。上記２０個の発光領域に対応する分割領域は、（６，１）～（６，４）、（７
，１）～（７，４）、（８，１）～（８，４）、（９，１）～（９，４）、及び、（１０
，１）～（１０，４）の２０個の分割領域である。図３（Ｃ）では、（７，１）～（７，
３）、（８，１）～（８，３）、及び、（９，１）～（９，３）の９個の分割領域がＨＤ
Ｒ分割領域として設定されており、残りの分割領域が非ＨＤＲ分割領域として設定されて
いる。そのため、検出結果の補正により、（６，１）～（６，４）、（７，４）、（８，
４）、（９，４）、（１０，１）～（１０，４）の１１個の分割領域が、非ＨＤＲ分割領
域からＨＤＲ分割領域に変更される。
【００７４】
　なお、ＨＤＲ分割領域の検出結果の補正は省略されてもよい。しかし、上記方法でＨＤ
Ｒ分割領域を補正すれば、ＢＬモジュール部３からの光を有効利用して、ＨＤＲ表示が行
われる領域を拡大することができる。その結果、より高画質な画像をユーザに提供するこ
とができる。また、ＨＤＲ分割領域として設定するか否かの閾値は、第１の輝度レンジの
最大輝度や最小輝度に限らない。
【００７５】
　ＢＬ輝度決定部６は、実施例１と同様の方法で、各発光領域の発光輝度を決定する。但
し、本実施例では、ＢＬ輝度決定部６は、各発光領域の発光輝度を示す情報を、ＢＬ制御
値決定部７ではなく、ＬＰＦ処理部１０２に出力する。
【００７６】
　ＬＰＦ処理部１０２は、ＢＬ輝度決定部６によって決定された各発光領域の発光輝度に
対し、空間的ＬＰＦ処理を施す。それにより、各発光領域の発光輝度が補正される。ＬＰ
Ｆ処理部１０２は、各発光領域の補正輝度（補正後の発光輝度）を示す情報を、制御部５
とＢＬ制御値決定部７に出力する。
【００７７】
　空間的ＬＰＦ処理の一例を説明する。まず、ＬＦＰ処理部１０２は、対象発光領域Ｎの
周囲に存在する複数の発光領域から、発光輝度が最も高い発光領域Ｍａｘ（Ｎ）を検出す
る。例えば、対象発光領域Ｎの周囲に存在する発光領域は、対象発光領域Ｎからの距離が
閾値以下の発光領域である。本実施例では、対象発光領域Ｎに隣接する複数の発光領域か
ら、発光領域Ｍａｘ（Ｎ）が検出される。なお、閾値として、２個以上の発光領域に相当
する値が使用されてもよい。即ち、対象発光領域Ｎに隣接する発光領域よりも外側の発光
領域が、対象発光領域Ｎの周囲に存在する発光領域としてさらに使用されてもよい。
【００７８】
　次に、ＬＰＦ処理部１０２は、対象発光領域Ｎの発光輝度Ｌ（Ｎ）を、発光領域Ｍａｘ
（Ｎ）の発光輝度Ｌ（Ｍａｘ（Ｎ））に係数αを乗算した値と比較する。α×Ｌ（Ｍａｘ
（Ｎ））がＬ（Ｎ）よりも高い場合には、ＬＰＦ処理部１０２は、対象発光領域Ｎの発光
輝度をＬ（Ｎ）からα×Ｌ（Ｍａｘ（Ｎ））に置き換える。α×Ｌ（Ｍａｘ（Ｎ））がＬ
（Ｎ）以下である場合には、ＬＰＦ処理部１０２は、対象発光領域Ｎの発光輝度の置き換
えを行わない。
【００７９】
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　ＬＰＦ処理部１０２は、複数の発光領域のそれぞれを対象発光領域Ｎとして選択し、上
述した処理を行う。α＝０．５の場合には、図５（Ｃ）に示す分布は図９に示す分布に補
正される。
【００８０】
　なお、係数αは、０．５より大きくても小さくてもよい。係数αは、発光領域からの光
の拡散度合い、発光領域の発光輝度の変動量、等に基づいて決定または変更されてもよい
。また、空間的ＬＰＦ処理は上記処理に限らない。空間的ＬＰＦ処理として、値の分布を
なだらかにする種々の従来技術を使用することができる。
【００８１】
　以上述べたように、本実施例でも、ＨＤＲ表示が行われる領域がＨＤＲ分割領域に制限
される。そのため、ＨＤＲ表示の際の画像表示装置の消費電力と、ＨＤＲ表示を確認する
際のユーザの疲労感とを低減することができる。また、ＨＤＲ表示が行われた画面の領域
がユーザに通知される。これにより、ＨＤＲ表示が行われた領域と、それ以外の領域とを
ユーザが容易に把握可能となる。さらに、本実施例によれば、複数の発光領域の発光輝度
の分布が平滑化される。それにより、表示画像の画質の劣化（ハローの発生、動画表示時
におけるフリッカの発生、等）を抑制することができる。
【００８２】
　＜実施例３＞
　以下、本発明の実施例３に係る画像表示装置について説明する。なお、以下では、実施
例１と異なる構成や処理について詳しく説明し、実施例１と同様の構成や処理についての
説明は省略する。以下では、本実施例の特徴的な構成を実施例１の構成に適用した例を説
明するが、本実施例の特徴的な構成は実施例２の構成にも適用可能である。
【００８３】
　実施例１，２では、ＨＤＲ表示が行われた画面の領域がユーザに通知される。しかしな
がら、各発光領域からの光は周囲に拡散する。そのため、ＨＤＲ表示が行われた領域の周
囲の領域において、ＨＤＲ表示を行わない場合の照射輝度を大きく上回る輝度に照射輝度
が制御されることがある。その結果、ＨＤＲ表示が行われた領域の周囲の領域において、
正確な輝度（所望の輝度）の表示ができないことがある。特に、低階調値を正確な輝度で
表示できない可能性が高い。そこで、本実施例では、正確な輝度で表示できない可能性が
高い領域（影響領域）をユーザに通知する。それにより、ユーザが影響領域を容易に把握
可能となり、影響領域の輝度が正確な輝度であるとのユーザの誤認を防ぐことができる。
【００８４】
　図１０Ａ，１０Ｂは、本実施例に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
である。図１０Ａでは、本実施例に係る画像表示装置２００は、情報処理装置１３を含む
画像表示システムにおいて使用される。図１０Ｂでは、本実施例に係る画像表示装置１０
０３が、図１０Ａの情報処理装置１３の機能をさらに有する。
【００８５】
　以下では、図１０Ａの画像表示システムについて詳しく説明する。図１０Ｂの画像表示
装置１００３で行われる処理は、図１０Ａの画像表示システムで行われる処理と同様であ
るため、図１０Ｂの画像表示装置１００３についての詳しい説明は省略する。図１０Ａに
示すように、画像表示装置２００は、実施例１の画像表示装置１が有する複数の機能部と
、高輝度領域検出部２０１とを有する。
【００８６】
　高輝度領域検出部２０１は、照射輝度の推定結果を輝度推定部８から取得し、照射輝度
が閾値以上である画面の領域を高輝度領域として検出する。高輝度領域検出部２０１は、
高輝度領域の検出結果を、制御部５に出力する。図１１は、推定された照射輝度の分布の
一例を示す。図１１の横軸は水平位置を示し、図１１の縦軸は照射輝度を示す。図１１の
黒丸は、推定位置における照射輝度を示し、図１１の破線は、推定位置の照射輝度の補間
結果を示す。ここでは、説明の簡略化のために、水平方向における照射輝度分布を用いて
高輝度領域の検出方法を説明する。閾値が２００である場合には、水平位置が６～１０の
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５つの分割領域が、高輝度領域として検出される。
【００８７】
　なお、照射輝度と比較される閾値は、メーカーによって予め定められた固定値であって
もよいし、ユーザが変更可能な値であってもよい。対象画像データの種類、画像表示装置
の使用環境（周囲の明るさ等）、等に応じて閾値が自動で決定されてもよい。各発光領域
の個別制御（ローカルデミング処理）を行わない場合、全ての発光領域の発光輝度は基準
輝度に制御される。照射輝度と比較される閾値として、全ての発光領域の発光輝度を基準
輝度に制御した場合の照射輝度が使用されてもよい。照射輝度と比較される閾値として、
第１の輝度レンジの最大輝度が使用されてもよい。ＳＤＲでの表示が行われるようにロー
カルデミング処理を行った場合に取り得る照射輝度の最大値が、照射輝度と比較される閾
値として使用されてもよい。
【００８８】
　制御部５は、実施例１と同様の処理を行う。さらに、制御部５は、高輝度領域の検出結
果を高輝度領域検出部２０１から取得する。そして、制御部５は、高輝度領域から対応分
割領域を除いた領域を影響領域として検出し、影響領域の検出結果を合成部１０に出力す
る。例えば、図１１において、水平位置が６～１０の５つの分割領域が高輝度領域であり
、かつ、水平位置が７～９の３つの分割領域がＨＤＲ分割領域である場合を考える。この
場合、制御部５は、ＨＤＲ分割領域の検出結果として、水平位置が７～９の３つの分割領
域を示す情報を出力し、影響領域の検出結果として、水平位置が６と１０の２つの分割領
域を示す情報を出力する。
【００８９】
　合成部１０は、第１の合成と第２の合成とを行う。第１の合成は、補正後の対象画像デ
ータに基づく画像に加え、第１のグラフィック画像がさらに表示されるように、ＨＤＲ分
割領域の検出結果に基づいて、第１のグラフィック画像を表す第１のグラフィック画像デ
ータを合成する処理である。第２の合成は、補正後の対象画像データに基づく画像に加え
、第２のグラフィック画像がさらに表示されるように、影響領域の検出結果に基づいて、
第２のグラフィック画像を表す第２のグラフィック画像データを合成する処理である。そ
れにより、対象画像データに第１のグラフィック画像データと第２のグラフィック画像デ
ータを合成した合成画像データが生成される。合成部１０は、合成画像データを階調特性
変換部１１に出力する。なお、第１の合成は省略されてもよい。
【００９０】
　第１のグラフィック画像は、ＨＤＲ表示領域を示すグラフィック画像であり、第２のグ
ラフィック画像は、影響領域を示す画像である。図１２は、合成画像データに基づく画像
（合成画像）の一例を示す。図１２において、破線３０１は第１のグラフィック画像であ
り、ハッチング画像３０２は第２のグラフィック画像である。第１のグラフィック画像が
表示されることにより、ＨＤＲ表示領域がユーザに通知され、第２のグラフィック画像が
表示されることにより、影響領域がユーザに通知される。換言すれば、ユーザは、表示さ
れた第１のグラフィック画像を確認することにより、ＨＤＲ表示領域を把握することがで
き、表示された第２のグラフィック画像を確認することにより、影響領域を把握すること
ができる。
【００９１】
　なお、照射輝度は、各発光領域の発光輝度（ＢＬ制御値）に基づいて推定され、影響領
域は、ＨＤＲ分割領域の検出結果と、推定された照射輝度の分布とに基づいて検出される
。そのため、第２の合成は、「ＨＤＲ分割領域の検出結果と、各発光領域の発光輝度とに
基づいて、第２のグラフィック画像データを合成する処理」と言うこともできる。
【００９２】
　なお、第１のグラフィック画像と第２のグラフィック画像は、図１２に示す画像に限ら
ない。ＨＤＲ表示領域をユーザに通知できれば、どのような画像が第１のグラフィック画
像として使用されてもよい。影響領域をユーザに通知できれば、どのような画像が第２の
グラフィック画像として使用されてもよい。例えば、ＨＤＲ表示領域を示すメッセージ画
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像が第１のグラフィック画像として使用されてもよい。具体的には、「右半面でＨＤＲ表
示が行われます。」、「ＨＤＲ表示領域の始点座標はＡであり、終点座標はＢです。」等
のメッセージ画像が第１のグラフィック画像として使用されてもよい。画面を意味し、か
つ、ＨＤＲ表示領域に対応する領域が他の領域と区別されたグラフィック画像が、第１の
グラフィック画像として使用されてもよい。影響領域を示すメッセージ画像が第２のグラ
フィック画像として使用されてもよい。画面を意味し、かつ、影響領域に対応する領域が
他の領域と区別されたグラフィック画像が、第２のグラフィック画像として使用されても
よい。所定の透明度と、所定の色とを有する画像が、影響領域に重ねられる第２のグラフ
ィック画像として使用されてもよい。
【００９３】
　以上述べたように、本実施例によれば、影響領域がユーザに通知される。それにより、
ユーザが影響領域を容易に把握可能となり、影響領域の輝度が正確な輝度であるとのユー
ザの誤認を防ぐことができる。
【００９４】
　＜実施例４＞
　以下、本発明の実施例４に係る画像表示装置について説明する。なお、以下では、実施
例１～３と異なる構成や処理について詳しく説明し、実施例１～３と同様の構成や処理に
ついての説明は省略する。
【００９５】
　実施例１～３では、ユーザがＨＤＲ表示を望む領域を指定し、指定された領域に対応す
る発光領域の発光輝度を他の発光領域の発光輝度に比べて高い輝度に制御し、ＨＤＲ表示
が行われる領域をユーザに通知した。ここで、「他の発光領域」は、「ＳＤＲ表示領域（
指定された領域以外の領域；ＳＤＲ表示が行われる領域）に対応する発光領域」である。
【００９６】
　本実施例では、入力画像データの特徴量から、ＨＤＲ表示を行うべき領域（本実施例で
は「ＨＤＲ推奨領域」と呼ぶ）を検出し、ＨＤＲ推奨領域をユーザに通知する。そして、
ＨＤＲ推奨領域が通知された後に、ＨＤＲ推奨領域でのＨＤＲ表示の実行がユーザによっ
て指示されると、ＨＤＲ推奨領域でのＨＤＲ表示を行う。ＨＤＲ推奨領域でのＨＤＲ表示
の実行の指示は、ユーザＩ／Ｆ部（ユーザインターフェース部）を介して受信される。こ
れにより、ユーザがＨＤＲ表示画像（ＨＤＲ表示が行われた領域における表示画像）の確
認の見落としなどを防止することができ、ＨＤＲ表示とＳＤＲ表示が１画面に混在してい
る場合の表示画像の画質確認作業の利便性を向上することができる。
【００９７】
　図１３は、本実施例に係る画像表示装置３００の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。図１３に示すように、画像表示装置３００は、実施例１の画像表示装置１が有する複
数の機能部、ＨＤＲ推奨領域検出部３０１、及び、ユーザＩ／Ｆ部３０２を有する。
【００９８】
　ＨＤＲ推奨領域検出部３０１は、各分割領域の輝度特徴量に基づいて、複数の分割領域
から、ＨＤＲ画素を含む分割領域を、ＨＤＲ推奨領域（特定領域）として検出する。そし
て、ＨＤＲ推奨領域検出部３０１は、ＨＤＲ推奨領域の検出結果を制御部５へ出力する。
「ＨＤＲ画素」は、「ＨＤＲ（第２のダイナミックレンジ）を有する画素」である。そし
て、「ＨＤＲ画素を含む分割領域」は、「ＨＤＲ画素を含む画像データに対応する分割領
域」である。「ＨＤＲ画素を含む分割領域」は、「ＨＤＲ画素が存在する分割領域」と言
うこともできる。
【００９９】
　本実施例では、輝度特徴量として最大階調値が使用される。ＨＤＲ推奨領域検出部３０
１は、制御部５から、ＳＤＲと、ＳＤＲに属さず且つＨＤＲに属す階調値の範囲との境界
に対応する階調値（境界階調値）の情報を受信する。ＨＤＲ、境界階調値、等は、例えば
、入力画像データのフォーマットに応じて規定される。ＨＤＲ推奨領域検出部３０１は、
各分割領域の輝度特徴量（最大階調値）を、取得した境界階調値と比較する。そして、Ｈ
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ＤＲ推奨領域検出部３０１は、輝度特徴量（最大階調値）が境界階調値よりも大きい分割
領域をＨＤＲ推奨領域として決定する。
【０１００】
　なお、輝度特徴量は最大階調値に限られない。例えば、階調値のヒストグラムが輝度特
徴量として使用されてもよい。ヒストグラムが使用される場合には、複数の分割領域のう
ち、含まれるＨＤＲ画素の数が最も多い分割領域が、ＨＤＲ推奨領域として検出されても
よい。含まれるＨＤＲ画素の数が所定数以上である全ての分割領域が、ＨＤＲ推奨領域と
して検出されてもよい。ＨＤＲ推奨領域からの距離が閾値以下であり、且つ、ＨＤＲ画素
を含む分割領域が、ＨＤＲ推奨領域としてさらに検出されてもよい。例えば、ＨＤＲ推奨
領域に隣接し、且つ、ＨＤＲ画素を含む分割領域が、ＨＤＲ推奨領域としてさらに検出さ
れてもよい。
【０１０１】
　ユーザＩ／Ｆ部３０２は、ユーザ操作（ユーザからの指示）を受け付ける。そして、ユ
ーザＩ／Ｆ部３０２は、ユーザからの指示に応じた情報を制御部５へ出力する。例えば、
ユーザＩ／Ｆ部３０２は、レンジ情報に関する指示をユーザから受け付け、レンジ情報を
制御部５へ出力する。「レンジ情報に関する指示」は、例えば、「ＨＤＲの指定」である
。
【０１０２】
　本実施例の制御部５は、ユーザＩ／Ｆ部３０２からレンジ情報を取得し、特徴量取得部
４から各分割領域の輝度特徴量を取得し、ＨＤＲ推奨領域検出部３０１からＨＤＲ推奨領
域の検出結果を取得する。そして、制御部５は、ＨＤＲ推奨領域をユーザに通知するため
に、合成部１０にＨＤＲ推奨領域の検出結果（ＨＤＲ推奨領域の座標など）を通知する。
合成部１０は、ＨＤＲ推奨領域の検出結果がグラフィック画像で表示されるように、当該
グラフィック画像を表すグラフィック画像データの合成を行う。例えば、グラフィック画
像データは、補正前の対象画像データ（入力画像データ）に合成される。それにより、補
正前の対象画像データにグラフィック画像データを合成した合成画像データが生成される
。そして、合成部１０は、合成画像データを階調特性変換部１１に出力する。
【０１０３】
　なお、グラフィック画像データが合成される画像データは特に限定されない。画面全体
でＳＤＲ表示が行われるように補正された後の対象画像データに、グラフィック画像デー
タが合成されてもよい。
【０１０４】
　グラフィック画像は、例えば、図３（Ｂ）の破線１３１のような画像（矩形の枠画像）
である。グラフィック画像が表示されることにより、ＨＤＲ推奨領域がユーザに通知され
る。換言すれば、ユーザは、表示されたグラフィック画像を確認することにより、ＨＤＲ
推奨領域、ＨＤＲ推奨領域の有無、等を把握することができる。
【０１０５】
　グラフィック画像が表示された後に、ユーザは、画像表示装置３００（ユーザＩ／Ｆ部
３０２）に対して、ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示を行うか否かに関する指示を行う
ことができる。「ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示を行うか否かに関する指示」は、「
ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示を行うことの指示」、「ＨＤＲ推奨領域においてＨＤ
Ｒ表示を行わないことの指示」、等である。なお、ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示を
行うことの指示と、ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示を行わないことの指示との一方は
積極的に行われなくてもよい。ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示を行うことの指示が行
われなかった場合に、ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示を行わないことの指示が行われ
たと判断されてもよい。ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示を行わないことの指示が行わ
れなかった場合に、ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示を行わうことの指示が行われたと
判断されてもよい。
【０１０６】
　ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示を行うか否かに関する指示が行われると、当該指示
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に応じた情報が、ユーザＩ／Ｆ部３０２から制御部５へ出力される。制御部５は、ユーザ
Ｉ／Ｆ部５０２からの情報に応じて、ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示を行うことの指
示が行われたか否かを判断する。そして、制御部５は、ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表
示を行うことの指示が行われた場合に、実施例１と同様に、ＨＤＲ推奨領域の検出結果と
レンジ情報とを、ＢＬ輝度決定部６、補正パラメータ決定部９、及び、階調特性変換部１
１に出力する。ＢＬ輝度決定部６、補正パラメータ決定部９、及び、階調特性変換部１１
では、実施例１と同様の処理が行われる。その結果、ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示
を行うことの指示が行われた場合に、ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示が行われ、ＨＤ
Ｒ推奨領域においてＨＤＲ表示を行うことの指示が行われなかった場合に、ＨＤＲ推奨領
域においてＳＤＲ表示が行われる。ＨＤＲ推奨領域以外の領域ではＳＤＲ表示が行われる
。
【０１０７】
　なお、制御部５は、各分割領域の輝度特徴量からレンジ情報を生成してもよい。例えば
、ＨＤＲ推奨領域の輝度特徴量（最大階調値）の最大値がＨＤＲに属す階調値の最大値と
して設定されるように、レンジ情報が生成されてもよい。
【０１０８】
　以上述べたように、本実施例によれば、ＨＤＲ推奨領域（ＨＤＲ表示を行うべき領域）
が自動で検出されてユーザに通知され、その後のユーザからの指示に従ってＨＤＲ推奨領
域での表示がＨＤＲ表示とＳＤＲ表示との間で切り替えられる。それにより、実施例１の
効果が得られるとともに、ユーザがＨＤＲ表示画像の画質確認の見落としなどを防止でき
る。
【０１０９】
　なお、本実施例では、画像表示装置３００の画面にグラフィック画像を表示することに
より、ＨＤＲ推奨領域をユーザに通知する例を示したが、これに限られない。例えば、外
部装置（外部装置のアプリケーション）と連携することで、外部装置の画面にグラフィッ
ク画像を表示することにより、ＨＤＲ推奨領域がユーザに通知されてもよい。外部装置は
、例えば、タブレットＰＣ、ワークスステーション、等である。
【０１１０】
　＜実施例５＞
　以下、本発明の実施例５に係る画像表示装置について説明する。なお、以下では、実施
例１～４と異なる構成や処理について詳しく説明し、実施例１～４と同様の構成や処理に
ついての説明は省略する。
【０１１１】
　実施例４では、自動で検出されたＨＤＲ推奨領域がユーザに通知される。しかしながら
、画像表示装置では、複数のＨＤＲ推奨領域が検出され場合に、「全てのＨＤＲ推奨領域
においてＨＤＲ表示を行う」という処理（理想処理）を実行できないことがある。例えば
、画像表示装置がバッテリーで駆動される場合などにおいては、電源容量が制限されるこ
とにより、理想処理を実行できないことがある。そこで、本実施例では、理想処理を実行
すべきでなく、且つ、１つ以上のＨＤＲ推奨領域からなる領域である合成推奨領域（集合
特定領域）が複数存在する場合に、複数の合成推奨領域のそれぞれに優先度（優先順位）
を付ける。そして、ユーザに各合成推奨領域の優先度をさらに通知する。それにより、ユ
ーザは、理想処理を実行できない（実行すべきでない）こと、優先的にＨＤＲ表示を行う
べき合成推奨領域、等を把握することができる。その結果、理想処理を実行できない場合
においても、ユーザは、ＨＤＲ表示画像の画質確認の見落としなどを防止できる。
【０１１２】
　図１４は、本実施例に係る画像表示装置４００の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。図１４に示すように、画像表示装置４００は、実施例４の画像表示装置３００が有す
る複数の機能部、電力推定部４０１、及び、優先度決定部４０２を有する。
【０１１３】
　電力推定部４０１は、画像表示装置４００（ＢＬモジュール部３）で使用される電力を
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推定する。例えば、電力推定部４０１は、全てのＨＤＲ推奨領域でＨＤＲ表示が行われた
場合の電力を推定する。そして、電力推定部４０１は、電力の推定結果を優先度決定部４
０２へ出力する。電力の推定方法は特に限定されない。ＢＬ制御値決定部７で決定された
ＢＬ制御値を使用すれば、電力を高精度に推定することができる。本実施例では、電力推
定部４０１は、ＨＤＲ推奨領域の検出結果、レンジ情報、及び、各分割領域の輝度特徴量
から、電力を大まかに推定する。具体的には、ＢＬ輝度決定部６で決定される目標輝度が
推定され、推定された目標輝度から電力が推定される。
【０１１４】
　各発光領域の目標輝度が図１５（Ａ）に示す値である場合を考える。ここでは、ＨＤＲ
表示を行わない場合の目標輝度の最大値、すなわちローカルデミング処理を行わない場合
の目標輝度が１０であるとする。図１５（Ａ）に示す目標輝度の総和は、１４９３である
。一方、ローカルデミング処理が行われない場合の目標輝度の総和は、１０×６０（発光
領域の数）＝６００である。そのため、図１５（Ａ）では、ローカルデミング処理が行わ
れない場合の明るさの１４９３／６００≒２．４８倍の明るさで、ＢＬモジュール部３が
点灯する。そして、ローカルデミング処理が行われない場合のＢＬモジュール部３の電力
をＡとすると、図１５（Ａ）の場合における電力が２．４８×Ａであると推定することが
できる。
【０１１５】
　優先度決定部４０２は、ＨＤＲ推奨領域の検出結果から、合成推奨領域を判断する。そ
して、複数の合成推奨領域が存在する場合に、優先度決定部４０２は、電力推定部４０１
で推定された電力に基づいて、「全てのＨＤＲ推奨領域（全ての合成推奨領域）において
ＨＤＲ表示を行う」という理想処理を行ってもよいか否かを判断する。理想処理を行って
もよいか否かは、画像表示装置４００の電源仕様に依存する。そこで、本実施例では、優
先度決定部４０２は、電力推定部４０１で推定された電力が閾値以上である場合に、理想
処理を行ってもよいと判断する。なお、電力と比較される閾値は、メーカーによって予め
定められた固定値であってもよいし、画像表示装置４００の状態、ユーザからの指示、等
に応じて変更される値であってもよい。
【０１１６】
　そして、理想処理を行うべきでないと判断された場合に、優先度決定部４０２は、各合
成推奨領域の優先度を決定し、各合成推奨領域の優先度を制御部５へ出力する。本実施例
では、各合成推奨領域のサイズに基づいて優先度が決定される。合成推奨領域のサイズが
小さいほど、当該合成推奨領域に含まれる全てのＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表示を行
うことのできる可能性が高い。そのため、優先度決定部４０２は、合成推奨領域のサイズ
が小さいほど高い優先度を決定する。各発光領域（各分割領域）の目標輝度が図１５（Ａ
）に示す値である場合には、図１５（Ｂ）に示すように、２つの合成推奨領域４５０，４
５１が判断される。そして、合成推奨領域４５０には９つの分割領域が含まれ、合成推奨
領域４５１には４つの分割領域が含まれる。そのため、合成推奨領域４５１の優先度とし
て、合成推奨領域４５０の優先度よりも高い優先度が決定される。
【０１１７】
　本実施例の制御部５は、実施例１～４で説明した制御と同様の制御を行う。但し、各合
成推奨領域の優先度が優先度決定部４０２から出力された場合に、本実施例の制御部５は
、ＨＤＲ推奨領域に加え優先度をユーザに通知するために、合成部１０に対して、ＨＤＲ
推奨領域の検出結果と、各合成推奨領域の優先度とを通知する。合成部１０は、ＨＤＲ推
奨領域の検出結果と、各合成推奨領域の優先度とがグラフィック画像で表示されるように
、当該グラフィック画像を表すグラフィック画像データの合成を行う。例えば、グラフィ
ック画像データは、補正前の対象画像データに合成される。それにより、補正前の対象画
像データにグラフィック画像データを合成した合成画像データが生成される。そして、合
成部１０は、合成画像データを階調特性変換部１１に出力する。
【０１１８】
　なお、グラフィック画像データが合成される画像データは特に限定されない。画面全体
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でＳＤＲ表示が行われるように補正された後の対象画像データに、グラフィック画像デー
タが合成されてもよい。
【０１１９】
　グラフィック画像は、例えば、図１６の破線のような画像（矩形の枠画像）と番号を含
む画像である。図１６に記載の番号１，２は、優先度に対応する優先順位である。優先順
位１に対応する破線は、図１５（Ｂ）の合成推奨領域４５０を示し、優先順位２に対応す
る破線は、合成推奨領域４５１を示す。グラフィック画像が表示されることにより、ＨＤ
Ｒ推奨領域（合成推奨領域）がユーザに通知される。換言すれば、ユーザは、表示された
グラフィック画像を確認することにより、ＨＤＲ推奨領域、ＨＤＲ推奨領域の有無、等を
把握することができる。また、グラフィック画像が表示されることにより、各合成推奨領
域の優先度がユーザに通知される。換言すれば、ユーザは、表示されたグラフィック画像
を確認することにより、各合成推奨領域の優先度などを把握することができる。また、理
想処理を実行すべきでないと判断された場合に優先度が通知されるため、ユーザは、表示
されたグラフィック画像を確認することにより、理想処理を実行すべきでないことを把握
することもできる。
【０１２０】
　なお、ＨＤＲ推奨領域の検出結果と、各合成推奨領域の優先度とを示すグラフィック画
像が表示された後の処理は特に限定されない。例えば、ＨＤＲ推奨領域においてＨＤＲ表
示を行う指示に応じて、理想処理が行われてもよいし、優先度が最も高い合成推奨領域で
のみＨＤＲ表示を行う処理が行われてもよい。ＨＤＲ表示を行うことができる数の合成推
奨領域が優先度から高い方から順番に選択され、選択された合成推奨領域でのみＨＤＲ表
示を行う処理が行われてもよい。ユーザＩ／Ｆ部３０２が、ＨＤＲ表示を行う合成推奨領
域と、ＨＤＲ表示を行わない合成推奨領域とに関する指示をユーザから受け付け、当該指
示に応じた処理が行われてもよい。具体的には、ＨＤＲ表示を行う合成推奨領域としてユ
ーザによって指定された合成推奨領域でのみＨＤＲ表示を行う処理が行われてもよい。
【０１２１】
　以上述べたように、本実施例によれば、複数の合成推奨領域が存在し、且つ、理想処理
を実行すべきでない場合に、ＨＤＲ推奨領域の検出結果だけでなく、各合成推奨領域の優
先度がユーザに通知される。それにより、表示画像の画質確認作業の利便性をより向上す
ることができる。具体的には、ユーザは、理想処理を実行できない（実行すべきでない）
こと、優先的にＨＤＲ表示を行うべき合成推奨領域、等を把握することができる。その結
果、理想処理を実行できない場合においても、ユーザは、ＨＤＲ表示画像の画質確認の見
落としなどを防止できる。
【０１２２】
　なお、本実施例では、合成推奨領域のサイズが小さいほど高い優先度を決定する例を説
明したが、これに限られない。例えば、合成推奨領域のサイズが大きいほど高い優先度が
決定されてもよいし、合成推奨領域のサイズが所定サイズに近いほど高い優先度が決定さ
れてもよい。合成推奨領域のサイズとは異なる情報に基づいて優先度が決定されてもよい
。例えば、階調値のヒストグラムにおける度数の集中度合いに基づいて優先度が決定され
てもよい。具体的には、度数の集中度合いが高いほど高い優先度、度数の集中度合いが低
いほど高い優先度、度数が集中している階調値が所定の階調値に近いほど高い優先度、等
が決定されてもよい。所定の階調値は、例えば、ＳＤＲに属さず且つＨＤＲに属す階調値
である。また、合成推奨領域の数が１つであり、且つ、理想処理を実行すべきでない場合
に、理想処理を実行すべきでないことがグラフィック画像で通知されてもよい。
【０１２３】
　＜その他の実施例＞
　本発明は、上述の実施例の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記
憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおけ
る１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また
、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
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【符号の説明】
【０１２４】
　１，１００，２００，３００，４００，１００１～１００３：画像表示装置
　２：液晶パネル部　３：ＢＬモジュール部　４：特徴量取得部　５：制御部
　６：ＢＬ輝度決定部　７：ＢＬ制御値決定部　８：輝度推定部
　９：補正パラメータ決定部　１１：階調特性変換部　１２：輝度補正部
　１３：情報処理装置　１４：ネットワークＩ／Ｆ部　１８：画像取得部
　３０１：ＨＤＲ推奨領域検出部　３０２：ユーザＩ/Ｆ部
　４０１：電力推測部　４０２：ＨＤＲ優先領域決定部

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図９】 【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】 【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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